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大学等における修学の支援に関する法律に基づく適格認定に関する規程 

 
（目的） 

第１条 この規程は、大学等における修学の支援に関する法律および関連する政令及び省令（以

下、「法」という）に基づき、授業料減免及び給付奨学金（以下、「支援」という）の対象に認定さ

れた学生（以下、「受給者」という）の支援継続の判定（以下、適格認定という）についての基準

を定める。 
（適格認定） 

第２条 受給者に対する支援継続の可否を判定するために、毎年度、適格認定を行う。 
２ 適格認定は、日本学生支援機構（以下、「機構」という）の定める基準により行う。 
３ 適格認定の結果は、学生委員会の議により決定し、法の定める報告を行う。 
４ 適格認定の結果、授業料減免については本学が、給付奨学金については機構が支援の継続可

否を決定し、受給者に通知する。 
（警告） 

第３条 適格認定の結果、次の各号のいずれかに該当した場合に、受給者に対して警告を行う。

ただし、災害、傷病、その他やむを得ない事由がある場合を除く。 
（１）当該年度までの総修得単位数が標準修得単位数の７割以下の場合 
（２）当該年度の成績が所属学科の当該学年の下位４分の１に位置する場合 
（３）学修意欲が低いと本学が判断した場合 
（停止） 

第４条 適格認定の結果、連続して警告を受けた（２回目の警告区分が第３条第１項第２号のみ

に該当する場合に限る）場合に、受給者の支援を１年間停止する。 
（廃止） 

第５条 適格認定の結果、次の各号のいずれかに該当した場合に、受給者の支援を廃止する。た

だし、災害、傷病、その他やむを得ない事由がある場合を除く。 
（１）修業年限で卒業できないことが確定した場合 
（２）当該年度までの総修得単位数が標準修得単位数の６割以下の場合 
（３）学修意欲が著しく低いと本学が判断した場合 
（４）連続して警告を受けた場合（停止の区分に該当する場合を除く） 
（標準修得単位） 

第６条 第３条第１項第１号及び第５条第１項第２号に定める標準修得単位数ならびに警告及び

廃止については、別表の基準のとおりとする。 
（下位４分の１） 

第７条 第３条第１項第２号に定める下位４分の１は、次の各号に定めるところにより作成され

るＡ表及びＢ表からなる成績順位表による。 
（１）Ａ表 標準修得単位数を取得している者について、ＧＰＡの高い者から順に並べたもの 
（２）Ｂ表 標準修得単位数を取得していない者について、修得単位数の多い者ごとに、ＧＰＡ

の高い者から順に並べたもの 
（３）成績順位表 Ａ表に続けてＢ表を並べたもの 
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２ 前項のＧＰＡの計算は、全ての履修科目を対象とする。 
（認定の取り消し及び懲戒処分による停止） 

第８条 受給者が次の各号に該当する場合、認定を取り消すとともに、既に減免を行った授業料

を徴収することがある。 
（１）当該年度までの総修得単位数が標準修得単位数の１割以下であって、やむを得ない事由が

認められない場合。 
（２）退学または停学（３か月以上の期間のもの）の懲戒処分を受けた場合 
２ ３か月未満の停学または戒告の懲戒処分を受けた場合には、その期間（1 か月未満の停学及

び戒告の場合は１か月間）の支援を停止するとともに、停止期間の授業料を徴収する。 
３ 認定の取り消しまたは停止した際の授業料の徴収方法は別途定める。 
（改廃） 

第９条 本規程の改廃は、学生委員会が行う。 
 
附則  
この規程は、２０２０年４月１日より施行する。 
この規程は、２０２５年５月１日より施行する。 
 
 
別表 

学部 入学年度 

卒業 

要件 

単位 

基準 
１年次 

終了時 

２年次 

終了時 

３年次 

終了時 

教育学部 2020年度以降 １２４ 

標準修得単位 ３１ ６２ ９３ 

警告 ２１ ４３ ６５ 

廃止 １８ ３７ ５５ 

人間科学部 2017年度以降 １２４ 

標準修得単位 ３１ ６２ ９３ 

警告 ２１ ４３ ６５ 

廃止 １８ ３７ ５５ 

情報学部 2017年度以降 １２４ 

標準修得単位 ３１ ６２ ９３ 

警告 ２１ ４３ ６５ 

廃止 １８ ３７ ５５ 

文学部 2017年度以降 １２８ 

標準修得単位 ３２ ６４ ９６ 

警告 ２２ ４４ ６７ 

廃止 １９ ３８ ５７ 

国際学部 2017年度以降 １２４ 

標準修得単位 ３１ ６２ ９３ 

警告 ２１ ４３ ６５ 

廃止 １８ ３７ ５５ 
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※警告、廃止は表に記載の単位数以下の場合を対象とする。 
※休学期間がある場合または年度の途中で適格認定を行う場合の標準修得単位数は、法の定めに

より別途算出する。 
※本規程に定める標準修得単位数は、全国入試特待生の標準修得単位数とは異なる。 

健康栄養学部 2017年度以降 １３０ 

標準修得単位 ３３ ６５ ９８ 

警告 ２３ ４５ ６８ 

廃止 １９ ３９ ５８ 

経営学部 2017年度以降 １２４ 

標準修得単位 ３１ ６２ ９３ 

警告 ２１ ４３ ６５ 

廃止 １８ ３７ ５５ 


